
 

 

 

 

石川町道の駅整備事業 

 事業概要書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 月 

石川町 道の駅準備室 
 

 

 

 



 

目次 

第１章 事業の概要 

１ 事業の名称                            １ 

  ２ 事業に供される公共施設の名称                   １ 

  ３ 公共施設の管理者の名称                      １ 

  ４ 事業の背景と目的                         １ 

 

第２章 事業の内容 

  １ 事業者の事業範囲                         ２ 

 ２ 町と事業者の役割分担                       ２ 

３ 事業方式                             ３ 

  ４ 事業期間                             ３ 

５ 契約の形態                            ３ 

  ６ 立地条件等                            ４ 

７ 事業スケジュール                         ５ 

 

第３章 事業契約の内容 

１ 予測される責任及びリスクの分類と官民間での分担          ６ 

２ 契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項       ６ 

３ 法制上及び税制上の措置に関する事項                ６ 

４ 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項          ６ 

５ 事業者の収入                           ６ 

６ 事業者の負担                           ７ 

  ７ 事業者の契約履行確保に関する事項                 ７ 

８ 町による事業実施状況の監視                    ７ 

 

第４章 その他 

  １ 問い合わせ先                           ９ 

 

 

 

 

 

  



1 

 

第１章 事業の概要 

１ 事業の名称 

   石川町道の駅整備事業（以下「本事業」という。） 

 

２ 事業に供される公共施設の名称 

 （仮）石川町道の駅（以下「本施設」という。） 

 

３ 公共施設の管理者の名称 

  石川町長 塩田金次郎 

 

４ 事業の背景と目的 

   本事業は、石川町（以下「町」という。）が策定した「石川町第６次総合計画」

における「活力ある産業を形成するまち（産業・観光）」を形成していくために、

地域産業の振興、交流人口の拡大、町の魅力発信等地域活性化の拠点創出を目的

として、新たな広域交流拠点となる本施設の整備を図るものである。 

本施設は、本町の主要道路である国道１１８号線に隣接し、福島空港をはじめ

東北自動車道、あぶくま高原道路にも近接した利便性に優れたエリアに道路利用

者の休憩施設として整備予定であり、かつ「石川町の強みを活かした賑わいの

場」とすることを目的とするだけではなく、道の駅の特性を活かしたゲートウェ

イ機能を発揮し、本施設を核として地域が有する様々な地域資源への誘導を図

り、それらが緊密に連携することにより地方創生につながる交流拠点を目指して

いる。 

その上で、本施設の事業費は逆算開発により町負担の上限金額を設定し、町が

実質的に負担する事業費の回収と独立採算による運営を目指すため、効果的・効

率的な管理運営が重要な課題となる。そのため本事業は、基本計画で示したコン

セプトをベースに事業計画（施設整備計画や維持管理運営計画等）について、民

間事業者等（以下「事業者」という。）とともに構築しながら、地域の関連事業者

等と連携した特産品の開発に取り組むなど、他にはない本町らしい個性豊かな道

の駅としていく方針である。 

   さらに持続的な管理運営体制を構築し、事業期間全体を通して施設の設置目的

を達成するため、運営業務を予定している者を代表事業者と位置づけ、その上で

事業者が有する専門知識や経営能力を活用し、柔軟なサービスの提供及び効果的

な施設の運営を図ることとする。 
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第２章 事業の内容 

１ 事業者の事業範囲 

   事業者は以下の業務を行うこととし、各業務の詳細は業務要求水準書に示す。 

（１） 設計業務（建築基本設計・実施設計、基盤整備概要設計・詳細設計） 

（２） 基盤整備・建築業務（建築、電気設備、機械設備、基盤整備、外構等） 

（３） 工事監理業務 

（４） 開業準備業務（店舗備品、什器、厨房機器等の整備） 

（５） 維持管理・運営業務 

（６） 自主運営事業 

 

２ 町と事業者の役割分担 

  町と事業者の役割分担を以下の表１に記載する。 

【表１ 町と事業者の役割分担】 

業務内容 
分担 

町 事業者 

開発行為許可取得業務 

開発行為に係る調査設計 〇  

工事（道の駅敷地内工事）※１  〇 

工事（道の駅敷地外工事） 〇  

申請 〇  

設計及び工事監理業務 

各種調査  〇 

建築設計（設備含む）  〇 

基盤整備設計（整地、通路、排

水、植栽等） 
 〇 

道路予備設計※２  〇 

工事監理（建築、設備、基盤整

備含む） 
 〇 

用地取得（賃借の場合の地代の負担） 〇  

建設業務 

各種申請（建築確認申請等）  〇 

建築工事（設備含む）  〇 

基盤整備工事（開発行為に係

る敷地内工事含む） 
 〇 

什器備品等調達設置業務  〇 

維持管理業務  〇 

運営業務  〇 

※１ 道の駅敷地内の開発行為に係る工事については、現在、開発行為に係る設計

業務を委託中の為、運営予定者公募までには、詳細を決定する。 
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※２ 道路予備設計については、今後町及び道路整備者、道路管理者との協議によ

り必要性の有無が明確になる予定である。 

 

３ 事業方式 

   本事業は、本施設の管理者である町長と事業者が締結する本事業の実施に係る

契約に従い、施設整備に係る資金調達は町が行い、事業者が設計及び施設整備、

維持管理・運営業務を包括して実施する。 

また本事業は、長期間にわたり効率的・効果的なサービスを提供するため、維

持管理及び運営業務に関する能力、ノウハウを有する部分を最重要項目としてい

るために、Ｏ＋（Ｄ+Ｂ）（Operate+(Design+Build)）と位置づけ運営予定者を代

表事業者として選定を行い、運営予定者が協力事業者となる設計事業者、基盤整

備事業者、建設事業者、工事監理事業者等を統括し施設全体を整備する。 

   また、整備予定地の開発行為の許可申請については、町において調査設計から

設計監理、施工監理、検査までを別途民間事業者に委託して申請を実施する予定

のため、事業者は協議及び該当する整備等を実施するものとする。 

なお、町は維持管理・運営にあたり、本施設を地方自治法第２４４条に定める

公の施設と位置づけ、事業者を地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づく

指定管理者として指定する予定である。 

 

４ 事業期間 

   本事業の事業期間は、契約の締結日から令和２２年３月３１日までの期間とす

る（維持管理・運営業務の期間について、概ね１５年間を予定している）。 

 

５ 契約の形態 

町は、「基本協定」の締結事業者と、本施設の設計業務、建設業務（基盤整備・

建築）、工事監理業務、開業準備業務及び維持管理・運営業務を事業者それぞれに

随意契約にて発注・契約を締結することを想定している。 

その為、事業者の選定後、事業者と協議を行い、本事業の円滑な実施に必要な

「基本協定」を締結するとともに、本事業全般に係る基本契約を締結する。 

その後①設計業務、②基盤整備・建築業務、③工事監理業務、④開業準備業

務、⑤維持管理・運営業務に係る各種契約をそれぞれ締結するものとする。 

ただし、上記契約締結の時期については以下の時期を目安とする。 

ア ①の設計業務については令和５年度 

イ ②③の基盤整備業務及び工事監理業務については令和６年度 

ウ ②③④の建築業務、工事監理業務、開業準備業務については令和７年度 
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エ ⑤の維持管理・運営業務については令和 7年度に、指定管理者に指定したの

ち、指定管理者基本協定を締結する予定である。 

本事業の実施に係る協定・契約等の概要（イメージ）を以下の表２に記載する。 

【表２ 本事業の実施に係る協定・契約等のイメージ】 

 

※なお、本事業は、設計業務、建設業務（基盤整備及び建築）それぞれの契約は石

川町議会の議決を経て、契約となることが前提であることから、契約に至らなかっ

た場合、それまでにかかった町及び事業者の費用は、各自の負担とする。 

 

６ 立地条件等 

  立地条件等を以下の表３に記載する。 

【表３ 立地条件等】 

項目 内容 

予 定 地 石川町字大橋地内 

敷 地 面 積 約２５，０００㎡ 

区 域 区 分 用途地域等の指定なし 

建蔽率/容積率 ６０％ / ２００％ 

前 面 道 路 国道１１８号線 

土 地 の 所 有 町・民間 

現況の土地利用 民間事業者が稼働中 

 ※土地の所有及び敷地面積については、交渉中であり今後の交渉により変更になる場

合がある。 

事業
スケジュール

基本協定

事業契約

時期(目安)

業務(契約行為)

優先交渉

権者決定
事業

開始

施設整備 維持管理・運営

R5.3 R6.4 R8.3(予定)R8.1 R22.3

協定

締結

町議会議決町議会

承認

指定管理者の指定

指定管理者基本

協定の締結

R5.4

設計業務開始 基盤整備・建築

業務・工事監理

業務開始

R７.11

指定管理者として

開業準備開始

町議会議決

設計

契約

締結

竣工 開業

契約

終了

基盤整備・

建築工事監

理契約締結

基本

契約

締結

R5.4

町議会議決
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７ 事業スケジュール 

  事業スケジュールを以下の表４に記載する。 

【表４ 事業スケジュール】 

事業内容 スケジュール 

募集要項等の公告 令和４年１２月１２日（月） 

事業説明会の参加申込期間 
令和４年１２月１２日（月） 

～１２月１６日（金） 

参加意思表明書提出期限 令和４年１２月２０日（火） 

資料の閲覧期間 

質問受付期間 

令和４年１２月１２日（月） 

～１２月２６日（月） 

事業説明会 令和４年１２月２６日（月） 

質問回答期限 令和５年１月１０日（火） 

応募書類提出期間 
令和５年２月１日（水） 

～２月１０日（金） 

１次審査 令和５年２月１３日（月） 

２次審査（プレゼンテーション） 令和５年２月２２日（水） 

審査結果通知発送日 令和５年２月２８日（火） 

基本協定締結 令和５年３月（予定） 

基本契約及び設計業務契約締結 令和５年４月（予定） 

基盤整備業務及び工事監理業務契約締結 令和６年４月（予定） 

建設業務・工事監理業務及び開業準備業務契

約締結 
令和７年４月（予定） 

指定管理者の指定及び指定管理基本協定の

締結 
令和７年１１月（予定） 

維持管理・運営業務 契約締結日～令和２２年３月 
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第３章 事業契約の内容 

１ 予測される責任及びリスクの分類と官民間での分担  

   本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、よ

り低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、事業者が担当する業務に

ついては、事業者が責任をもって遂行し、業務に伴い発生するリスクについて

は、原則として事業者が負うものとする。ただし、町が責任を負うべき合理的な

理由がある事項については、町が責任を負うものとする。 

詳細は募集要項に記載する。 

 

２ 契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項 

（１）契約の解釈について疑義が生じた場合、町と事業者は誠意をもって協議する

ものとし、協議が整わない場合は、契約書に規定する具体的措置に従う。 

（２）契約に関する紛争については、福島地方裁判所白河支部を第１審の専属管轄

裁判所とする。 

 

３ 法制上及び税制上の措置に関する事項 

（１）現時点では、本事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定していない。 

（２）その他本事業実施に必要な許認可等に関し、町は必要に応じて協力する。 

（３）その他の支援が適用される可能性がある場合には、町と事業者で協議を行う。 

 

４ 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項 

   事業の継続が困難となった場合には、以下の措置をとることとする。 

（１）事業者に契約不履行の懸念が生じた場合 

    町は基本契約書の定めに従い、事業者に改善勧告を行い、改善案の提出・実

施を求めることができる。なお、その他の対応方法については、基本契約書に

て規定する。 

（２）その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

    基本契約書に定める事由ごとに責任の所在による改善等の対応方法に従う。 

 

５ 事業者の収入 

（１）設計業務及び基盤整備・建築業務、工事監理業務の対価 

    町は事業者に対し、設計及び基盤整備・建築業務、工事監理業務に係る対価

として、年度ごとに、工事請負契約に定める額を支払う。 

具体的な支払方法等は基本契約書にて定める。 
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（２）指定管理料 

    本施設の休憩施設及び情報発信施設の維持管理業務に要する費用について

は、町が本業務に関する契約を締結した事業者に対して指定管理料として事業

期間を通じて定期的に支払う。金額については、募集要項において示す。 

    なお年度ごとの詳細、調整については、毎年更新する年次協定書にて定める

こととする。 

（３）地域振興施設の運営で得られる収入 

    事業者は、地域振興施設の物販スペースや飲食スペース等の運営業務により

得られる売上げを収入とすることができる。 

（４）自主事業で得られる収入 

    事業者は自主事業により得られる売上げを収入とすることができる。 

（５）地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づく利用料収入 

 

６ 事業者の負担 

（１）休憩施設及び情報発信施設に係る費用 

    事業者は、休憩施設及び情報発信施設に係る費用を、町が支払う指定管理料

を基に負担する。 

（２）地域振興施設の維持管理業務、運営業務に係る費用 

事業者が行う地域振興施設の維持管理業務及び運営業務に必要な費用は、物

販施設、飲食施設等の売上げから負担する。 

（３）納付金 

    事業者は納付金を町へ納付する。詳細については業務要求水準書において示

す。 

    なお年度ごとの詳細、調整については、毎年更新する年次協定書にて定める

こととする。 

 

７ 事業者の契約履行確保に関する事項 

   事業者は、各種契約に従い誠意をもって契約を履行する。 

   なお各種契約の履行を確保するため、契約保証金等の方法による契約の保証を行

うことを想定している。金額については、業務要求水準書において示す。 

 

８ 町による事業実施状況の監視 

（１）モニタリングの実施 

    町は事業者が定められた業務を確実に遂行し、業務要求水準書に規定した要求

水準を達成しているか否かを確認すべく、事業の実施状況についてモニタリング

を実施する。 
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（２）モニタリングの時期 

   ①建築基本設計・実施設計時及び基盤整備概要設計・詳細設計 

    町は事業者によって行われた設計が町の要求した性能に適合するものである

か否かについて確認を行う。 

   ②工事施工時 

    事業者は、建築工事においては建築基準法に規定されている工事監理者を設置

し、基盤整備工事においては 1級土木施工管理技士又は技術士の資格を有する工

事監理者を設置し、工事監理を行い、定期的に町から工事施工管理の状況の確認

を受ける。また、町が要請したときは、工事施工の事前説明および事後報告、工

事現場での施工状況の確認を行う。 

③工事施工完了時 

    事業者は、施工記録を用意して、現場で町の確認を受ける。 

   ④維持管理・運営段階 

    町は維持管理・運営段階において、定期的に業務の実施状況を確認する。 

（３）モニタリングの方法 

    モニタリングの具体的な方法については、業務要求水準書において公表する。 

（４）モニタリングの結果等 

    モニタリングの結果、要求水準が維持されていない場合は、支払いの延期や支

払い減額、改善勧告、事業契約の解除等の対象となる。 

（５）モニタリング結果に基づく事業契約の解除 

    事業者の提供するサービスが町の要求水準を満たさない場合、又は事業者の

責めに帰すべき事由により債務不履行が生じた場合、町は事業者に対して改善

勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。その結

果、事業者が当該期間内に改善することができないときは、町は事業契約の解

除をすることができる。 

（６）事業者の倒産等による事業契約の解除 

    事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果事業契約

に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、町は事業契約を

解除し、直接事業継続のための手段を講じるものとする。 

（７）上記（５）、（６）の規定により町が事業契約の解除をした場合、事業者は町

に生じた損害を賠償するものとする。 

（８）町の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

    町の責めに帰すべき事由による債務不履行及び事業を継続する必要がなくな

った場合、その他町の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場

合、事業者は事業契約を解除することができる。 

    また上記により事業者に発生した損害について町は賠償をする。 
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第４章 その他 

１ 問い合わせ先 

   石川町 農政課 道の駅準備室 

   〒９６３－７８９３ 福島県石川郡石川町字長久保１８５番地の４ 

   電話  ０２４７－２６－９１５５ 

   Ｅ-mail michinoeki@town.ishikawa.fukushima.jp 

 

mailto:michinoeki@town.ishikawa.fukushima.jp

